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基発 第 0331016号

平成 20年 3月 31日

厚生労働省労働基準局

社団法人 日本医師会長 殿

義肢等補装具支給要綱の改正等について

標記について､別添のとお り都道府県労働局長あて通達いたしましたので､

都道府県医師会及び貴会会員各位に対する周知方､特段の御配意をお願いいた

します｡

(



基発 第 0331005号

平成 20･年 3月 31日

厚生労働省労働基準局長

( 公 印 省 略 )

都道府県労働局長 殿

義肢等補装具支給要綱の改正等について

社会復帰促進等事業 としての義肢等補装具の支給については､｢義肢等補装具

支給要綱の制定について｣(平成 18年 6月 1日付け基発第 0601001号)により

実施 してきたところであるが､今般､｢義肢等補装具支給要綱｣を別添のとお り

改正 し､平成 20年 4月 1日から適用することとしたので､下記第 1に留意 し､

事務処理に遺漏なきを期 されたい｡

なお､本通達の施行に伴い､｢労働福祉事業実施要綱の一部改正及び筋電電動

義手の支給について｣(昭和 54年 8月 1日付け基発第 433号-1)を廃止するO

また､｢労働福祉事業実施要綱の全面改正について｣(昭和 56年 2月6日付け

基発第 69号)の別添 ｢外科後処置実施要綱｣の3の範囲について下記第 2のと

お り一部改正する｡

記

第 1 義肢等補装具支給要綱の改正について

1 改正の趣旨

平成 19年 12月に ｢義肢等補装具専門家会議報告書｣ が取 りまとめられ

たことから､当該報告書等を踏まえ､義肢等補装具の支給種 目､支給対象

者等の見直 しを行い､併せて義肢等補装具の支給価格及び修理価格を改め

るものである｡

2 支給種 目の基本的な考え方

義肢等補装具は､業務災害又は通勤災害によって被災し､一軍の後遺障

害を残 した被災労働者の社会復帰の促進を図るために必要なものであって､

原則 として次の要件をすべて満たすものを支給種 目とする｡



(1)労災保険における障害等級に定められた障害の程度に応じて装着又は

使用するものであり､その効果が医学的に広く認められているものであ

って､次のいずれかの機能を有すると認められるものであること

ア 労災保険における障害等級に該当する身体の欠損又は損なわれた身

体機能を代替するものであること

イ 後遺障害に起因する併発疾病の防止に資するものであること

(2)被災労働者が就労するために､又は社会生活を送るために､身体に装

着又は使用することが必要不可欠なものと認められるものであること

(3)適正な装着､使用又は補修に必要な医療機関､義肢等補装具製作業者

等が全国 (おおむね各都道府県)に存在し､かつ､社会復帰促進等事業

として支給することが適当である価額の範囲内であると認められるもの

であること

なお､上記要件のうち､(3)の要件を除く二つの要件を満たし､特に被

災労働者の職業生活又は社会生活の復帰に資することが明らかに認められ

るものについては､必要に応じ､特別種目として支給するものとする｡

3 見直しの要点

(1)支給種 目の追加

上記 2の支給種目の基本的考え方を踏まえ､次のア及びイの支給種目

を追加する｡

ア 重度障害者用意思伝達装置

意思の伝達が困難な被災労働者が日常生活を自立し社会生活を送る

ためには､自己の意思を介護者等に効果的に伝達することができる重

度障害者用意思伝達装置が必要であることから､支給種 目に追加する｡

イ 筋電電動義手

筋電電動義手については､両上肢を手関節以上で失った者に対する

装着効果が明らかであるが､装着を行 う医療機関及び機器のメンテナ

ンスを行 う義肢製作業者が全国各地には存在しておらず､正式な支給

種 目とすることは適当ではないため､特別種目とすることとする0

(2)支給種 目の名称変更

｢癖癒予防用敷ふとん｣ を ｢床ずれ防止用敷ふとん｣ に名称を変更す

る｡

(3)支給対象者の拡大

次の支給種 目について､支給対象者を拡大する｡



ア 車いす

両下肢の用を全廃又は両下肢を亡失したことによ.り､療養 (補償)

給付を受けている者であって､当該傷病の療養のために通院している

者で､傷病が症状固定した後においても義足及び下肢装具の使用が不

可能であることが明らかである場合､通院及び社会生活を送るために

車いすが必要であることから､症状固定の見込み期間を限定せずに支

給することとする｡

イ 電動車いす

両下肢及び両上肢の著しい障害により傷病 (補償)年金の支給を受

けた者が､療養のために通院をしている場合､通院及び社会生活を送

るために電動車いすが必要である者が静められることから､当該者で

あって､車いすの使用が著しく困難である者を追加する｡

また､呼吸器又は循環器の障害を受けた者の中には､当該障害によ

り歩行が困難である者が繋められることから､業務災害又は通勤災害■

により呼吸器又は循環器の障害を受けた者であって､車いすの使用が

著しく困難である者を追加する｡

ウ ス トマ用装具

人工肝門の造設は､直腸摘出者に限定されないこと等から､大腸又

は小腸に人工肝門を造設した者及び大腸又は小腸にできた皮膚療から

腸内容が漏出する者を追加する｡

エ -渓腸器付排便剤

疾腸器付排便剤については､せき髄損傷であるか否かを問わず､障

害等級常定基準で定める排便障害の程度に応 じて決定することが適当

であることから､用手摘便を要する状態又は1週間に排便が2回以下

の高度な便秘といった排便障害を有する者を追加する｡

オ 床ずれ防止用敷ふとん

裾癒の発生のおそれは､せき髄損傷者に限定されるものではないこ

と等から､神経系統の機能に著しい障害を残す者又は両上下肢の用を

全廃若しくは両上下肢を亡失した者のうち､常時介護に係る介護補償

給付又は介護給付を受けている者に拡大する｡

(4)車いす､電動車いすの付属品について

被災労働者が､車いす又は電動車いすを安全かつ安定して使用するた

･め､車いすの付属品に､｢ステッキホルダー｣､｢泥よけ｣､｢屋外用キャス

ター｣､｢転倒防止用装置 ｣､｢滑り止めハン ドリム｣､｢キャリバーブレー

キ｣､｢フットブレーキ｣､｢酸素ボンベ固定装置｣､｢人工呼吸器搭載台｣､

｢栄養パック取付用ガ- トル架｣､｢点滴ポール｣を追加 し､また､電動



車いすの付属品に､｢ステッキホルダー｣､｢屋外用キャスター｣､｢転倒防

止用装置｣､｢クライマーセット｣､｢フロントサブホイール ｣､｢酸素ボン

ベ固定装置｣､｢人工呼吸器搭載台｣､｢栄養パック取付用ガ- トル架｣､｢点

滴ポール ｣ を追加する｡

(5)修理基準について

修理部位について､歩行補助つえの凍結路面用滑り止め (非ゴム系)

交換を追加する｡

(6)基準外支給について

基準外支給の対象種目として筋電電動義手を定めていたが､今般､基

準外支給の対象種目から削除する｡

(7)研究用支給について

適正な支給の研究を実施するため､必要に応じ研究用支給を行うこと

ができることとする｡

(8)支給及び修理の手続について

義肢等支給 ･修理申請書について､事業場の所在地を管轄する労働基

準監督署長を経由することを廃止 して､事業場の所在地を管轄する都道

府県労働局長に直接提出することとする｡

(9)装着訓練及び適合判定について

筋電電動義手を支給種目に追加 したが､筋電電動義手は､切断された

上肢の残存する筋肉から誘導される筋電信号を制御信号として用いる電

動義手であり､筋電電動義手の支給に当たっては､確実に筋電信号を検

出し､的確に訓練を行い､実際に申請者が筋電電動義手を使用可能であ

るか的確に判断する必要があることから､筋電電動義手を支給するに当

たって､装着訓練及び適合判定を設けることとする｡

(10)症状照会について

個別の障害に応じて適切な義肢等補装具の支給を行 うため､コンタク

トレンズ､ストマ用装具､沫腸器付排便剤､重度障害者用意思伝達装置

を支給する際には､症状照会を新たに行うこととする｡

(ll)採型指導について

筋電電動義手､車いす及び電動車いすについて､新たに採型指導を行

うこととする｡

第 2 外科後処置実施要綱の改正について

1 外科後処置実施要綱の3の (1)に次を加える｡

- 筋電電動義手の装着訓練等



2 外科後処置実施要綱の6に次を加える｡

ただし､上記 3のへに要する費用の額は､｢義肢等補装具支給要綱の制定

について｣(平成 18年 6月 1日付け基発第 0601001号)の別添 ｢義肢等補

装具支給要綱｣の 13の (3)により算定 した額 とする｡



義 肢 等 補 装 具 支 給 要 綱

1 趣旨

業務災害又は通勤災害により傷病を被った者にあっでは､両上下肢の亡失､

機能障害等により義肢その他の補装具等 (以下 ｢義肢等補装具｣という｡)を

必要とすることがあることにかんがみ､これらの者の社会復帰の促進を図る

ため､義肢等補装具を支給する｡

2 支給種 目

義肢等補装具として支玲できる種目は､次のとおりであるD

なお､①-2の筋電電動義手は､｢義肢等補装具支給要綱の改正等について｣

(平成 20年 3月 31日付け基発第 0331005号)の記の第 1の2に示す特別種

目として支給するものとする｡

① 義肢

① -2 筋電電動義手

(卦 上肢装具及び下肢装具

③ 体幹装具

④ 座位保持装置

⑤ 盲人安全つえ

⑥ 義眼

⑦ 眼琴 (コンタクトレンズを含む)

⑧ 点字器

⑨ 補聴器

⑲ 人工喉頭

⑪ 車いす

･⑫ 電動車いす

⑬ 歩行車

⑭ 収尿器

⑮ ス トマ用装具

⑯ 歩行補助つえ

-⑰ かつ ら

⑬ 疾腸器付排便剤

⑲ 床ずれ防止用敷ふとん

⑳ 介助用リフタ-

㊧ フローテーションパッド(車いす及び電動車いす用に限るO以下同じ.)

⑳ ギャッチベッド ～

⑳ 重度障害者用意思伝達装置



3 支給基準

(1)対象者及び範囲

ア 支給する対象者及び範囲は､別表 1に定めるところによる｡

イ 別 表 1の.｢障害 (補償)給付を受けると見込まれる者｣とは､障害 (捕

償)給付の請求から支給決定まで相当期間を要する場合において､当該

請求の時点で義肢等補装具の支給要件を満たすことが明らかである者を

いう｡

ウ 次の者は､別表 1において ｢障害 (補償)給付を受けた者｣とみなし

て取り扱 う｡.

(ア)労働者災害補償保険法の-部を改正する法律 (昭和 35年法律第 29

号)の規定による改正前の労働者災害補償保険法 (昭和 22年法律第

50号｡以下 ｢労災保険法｣ という｡)の規定による打切補償費を受け

た者で傷病が治ゆし､義肢等補装具を必要とする程度の障害を残した

もの

(イ)労働者災害補償保険法の一部を改正する法律 (昭和40年法律第 130

号)の規定による改正前の労災保険法の障害補償費等の支給を受けた

者

＼ (ウ)時効により障害 (補償)給付の支給を受けることができない者

(ェ)労災保険法に規定する第三者行為による災害について損害賠償を受

けたため障害 (補償)給付を受けることができない者

(2)型式及び価格等

支給の対象となる車式及び価格等の基準は､別表2に定めるところによf
る｡

(3)耐用年数が経過す～る前の再支給
ア 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長 (以下 ｢所轄局長｣とい

う｡)は､本要綱に定める耐用年数を経嘩する前に使用不能となった義肢

等補装具を有する者から､義肢等補装具の支給申請があった場合､当該

申請者の職業､作業態様､日常の使用状況､障害の状態等を勘案の上､

通常の使用状態においてき損し (本人の故意による事故によって生じた

場合を除く｡)､修理不能となったものと認められるものに限って支給で

きる｡

なお､修理不能とは､修理により義肢等補装具の本来の機能を復元す

ることができない場合のほか､修理の価格が要綱別表 2の支給基準に定

める価格を超える場合も含むものである｡

イ ｢義肢｣､｢上肢装具及び下肢装具｣､｢盲人安全つえ｣､｢義眼｣､｢車い

す｣及び ｢歩行補助つえ｣について､業務上の事由又は通勤によりき損

し､かつ､修理不能又は使用不能となったときは､当該義旗等補装具 (以

下 ｢旧使用の義肢等補装具｣という｡)が社会復帰促進等事業として支給



された義肢等補装具であるか否かは問わず新たに支給する｡

なお､旧使用の義肢等補装具が社会復帰促進等事業により支給きれた

ものでない場合には､上記の事由により支給 した義肢等補装具が､その

後別表 2に定める耐用年数を超えたときであっても､新たに社会復帰促

進等事業により義肢等補装具の支給は行わない｡

4.修理基準

(1)義肢等補装具の修理は､次に掲げる種 目に対 し行 う｡

① 義肢

①-2 筋電電夢義手

② 上肢装具及び下肢装具 .

③ 体幹装具

④ 座位保持装置

⑤ 眼鏡 (コンタク トレンズを除く)

⑥ 補聴器

⑦ 人工喉頭

⑧ 車いす

⑨ 電動車いす

⑩ 歩行車

⑪ 収尿器

⑬ 歩行補助つえ

⑬ 介助用 リフタ-

⑭ フローテーションパッド

.⑮ 重度障害者用意思伝達装置

(2)修理の要件

修理は､社会復帰促進等事業として支給 された (1)に掲げる義肢等補

装具が､通常の使用状態においてき摸 した場合又は経年により劣化 した場

合等に行 う｡

ただし､次に掲げる場合は､修理は行わない｡

ア 本人の故意による事故によって生じたき損の場合

イ 修理により義肢等補装具の本来の機能を復元することができない場合

ウ 義肢等補装具の修理の価格が､本要綱に定める当該義肢等補装具の価

格を超える場合

(3)･修理の範囲

ア 修理は､別表 3に基づき行 うO

イ 修理は､修理を要する義肢等補装具の本来の機能を復元するための-

切の修理 とし､回数に制限を付さない｡

5 基準外支給



(1)趣旨等

ア 所轄局長は､被災労働者の障害の状態等を勘案 してやむを得ない事情

により必要があると静めるときは､厚生労働省労働基準局長の承認を受

けて､2の支給種目の範囲内において､3の支給基準及び4の修理基準

に基づかない支給又は修理を行 うことができる｡

イ 基準外支給制度は､本要綱に定める支給基準及び修痩基準では必要最

小限の目的すら達せられない場合に限り静められるものである0

(2)承常手続

所轄局長は､基準外支給が必要と認めるときは､本省-りん伺するもの

とし､この場合は､申請書の写し､申請者の障害状況､担当医の意見､社

会復帰促進等事業以外の制度からの支給の有無､当該申請に係る義肢等補

装具?見積書その他必要書類を添付すること｡

6 研究用支給 ･

適正な支給の研究を実施するため､必要に応 じ研究用支給を行 うことがで

きる｡

なお､研究用支給の支給基準等については､別途定める｡

7 海外支給

本要綱に定める ｢義肢｣又は ｢車いす｣の支給対象者やあって､海外に居

住 しているものについて､所嘩局長は､別途定めるところにより､当該者が

海外の居住地で購入した ｢義肢｣又は ｢車いす｣の費用を支給することがで

きる｡

8 支給及び修理の手続

(1)申請

義肢等補装具の支給又は修理を受けようとする者 (以下 ｢申請者｣とい

う｡)は､｢義肢等支給 ･修理申請書｣(様式第 1号)を所轄局長に提出する｡

なお､介助用リフタ-の支給申請にあっては､申請書に ｢介護人等の状

況報告書｣(様式第1号 (2))を添付する｡

(2)障害の確認

所轄局長は､申請者の障害について､社会復帰促進等事業原票又は労災

行政情報管理システム等 (以下 ｢原票等｣ という.)により確欝を行 うO

なお､原票等により､確認できない場合は､申請者の居住地の市町村が

設置する福祉事務所 (社会福祉法 (昭和 26年法律第 45号)に定める福祉

に関する事務所をいうD以下同じO)等に照会し確欝を行 うo

(3)耐用年数の確常

社会復帰促進等事業により､義肢等補装具の支給を受け､その後障害者

自立支援法 .(平成 17年法律第 123号)に基づき､補装具費の支給を受けた



者に係るその後の耐用年数の経過の確認は､次により行 う｡

ア 所轄局長は､身体障害者手帳等により耐用年数の確認が容易に可能な

場合､当該手帳により必要事項を確認し､申請書記事欄に耐用年数経過

確認済の記載を行うO

イ アにより確認ができなかった場合は､申請者の居住地の市町村が設置

する福祉事務所等に照会し確認を行 うO

(4)承認

所轄局長は､申請者が3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすも

のであると静めたときは､当該申請者に ｢義肢等支給 ･修理衆驚喜｣(様式

第 2号)を交付する｡

なお､筋電電動義手については､9の筋電電動義手の装着訓練及び適合

判定の結果に基づき､3の支給基準又は隼の修理基準の要件を満たすもの

か判断するO

また､10の症状照会が必要な義肢等補装具については､症状照会の結果

に基づき､3の支給基準又は4の修理基準の要件を満たすものか判断する｡

(5)見積

義肢等補装具の支給又は修理の承欝.を行った都道府県労働局の労働保険

特別会計の支出負担行為担当官 (以下 ｢支出負担行為担当官｣という｡)は､

申請者が指定した義肢等補装具の製作又は修理等を行 う業者に対し､｢見積

書｣(様式第3号(1))(義肢､装具の製作又は修理に係る場合は､｢見積内

訳書｣(様式第 3号(2)～ (4))を添付するものとするO)を依頼するO

なお､義肢等支給 ･修理申請書に義肢等補装具の製作又は修理等を行 う

業者の指定の記載がない場合は､申請者に義肢等補装具の製作又は修理等

を行 う業者を指定するよう依頼する｡

義肢等補装具の製作又は修理等を行 う業者を指定しない場合は､支出負

担行為担当官は､複数の義肢等補装具の製作又は修理等を行 う業者に見積

書の提出を依頼する｡

(6)注文

ア 支出負担行為担当官は､提出された見積書が適正であると認められた

場合､申請者が指定した業者又は支出負担行為担当官が徴 した見積書の

うち最も安価な見積書を提出した業者に対し､｢製作 ･修理注文書｣(様

式第4号)を発付する｡

イ 支出負担行為担当官は､義肢等補装具の支給又は修理の価格が 50万円

以上となる場合は､製作 ･修理注文書の発付を受けた業者に対し､別紙

2の請書を提出させる (契約事務取扱規則第 15条｡昭和 56年4月 1日

付け会発第 59号)0

(7)検収

･ア 義肢等補装具を申請者に交付するときは､支出負担行為担当官から義

肢等補装具の検収に関する事務を委任された職員 (以下 ｢検収官吏｣と



いう｡)が立ち会い､注文した内容及び個数等について確認する｡

イ 演腸器付排便剤 及び床ずれ防止用敷ふとんの検収については､義肢等

支給 ･修理費用請求書に添付 された発送証明により検収に代えることが

できる｡

ヶ 所轄局長は､義肢等補装具を支給する場所が他の都道府県労働局 (以

下 ｢他局｣ とい う｡)の管内の場合､受注者に対し他局の検収官吏による

検収を受ける旨連絡するとともに､他局の検収官吏に注文書及び承認書

の写しを送付 し､検収を依頼する等相互間で連絡する｡

エ 修理に係 る検収については､検収官吏は､当該修理された義肢等楠装

具について注文書どおりの修理がなされていることを確認する0

オ 義肢等補装具を申請者に交付する場合は､.当該義肢等補装具を検収官

吏が検収 した後であれば､製作者から直接交付することができる｡

9 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定

筋電電動義手の支給に当たっては､確実に筋電信号を検出し､的確に訓練

を行い､実際に申請者が筋電電動義手を壁用可能であるか的確に判断する必

要がある｡

(1)装着訓練及び適合判定の依頼

ア 所療局長は､筋電電動義手の支給申請を受け付けたときは､申請者に

対し､｢外科後処置申請妻｣(｢労働福祉事業実施要綱の全面改正について｣

(昭和 56年 2月 6日付け基発第 69号)の別添 ｢外科後処置実施要綱｣

(以下 ｢外科後処置実施要綱｣とい う｡)の様式第1号)を提出させ､外

科後処置実施要綱の 2の対象者 として ｢外科後処置承認書｣(外科後処置

実施要綱の様式第 3号)を交付するとともに､下記 (2)の医療機関の

うち申請者が希望する医療機関に装着訓練及び適合判定の実施を依頼す

る｡

イ 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施 した医療機関は､甲請者

に対する筋電電動義手の装着訓練及び適合判定の終了後､速やかに､｢適

合判定結果について｣(様式第 12号)により装着訓練及び適合判定の結

果について､所轄局長に対 し報告する｡

ウ 申請者が筋電電動義手の装着を希望 しないことを申し出た場合又は明

らかに3の支給基準を満たさないことが判明した場合は､｢装着訓練中止

報告書｣(様式第 13号)により､所轄局長に対 し報告する｡

エ 8 (4)の承認の可否は､イ又はクの報告に基づき実施するO

(2)装着訓練及び適合判定を実施する医療機関の届出等

ア 筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関は､ll(3)

において指定する義肢採型指導医であって､次の (チ)又は (イ)の要

件に該当する医療機関とし､当該医療機関の所在地を管轄する都道府県

労働局長に届出を行 う｡



(ア) 労災保険法第 29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された

病院

(イ)社会復帰促進等事業として外科後処置に係る委託契約を締結してい

る病院又は診療所

イ アの実施医療機関に係る届出を行おうとする医療機関は､当該医療機

関の所在地を管轄する都道府県労働局長に ｢筋電電動義手装着訓練及び

適合判定実施医療機関に係る届出書｣(様式第 14号)(以下 ｢届出書｣と

いう｡)を提出する｡

なお､睦出後､提出した届出書の内容に変更が生じた場合には､届出

書を提出した都道府県労働局長に遅滞なく ｢筋電電動義手装着訓練及び

適合判定の実施医療機関に係る変更届出書｣(様式第 15号)(以下 ｢変更

届出書｣という｡)を提出する｡

ウ 届出書又は変更届出書の提出があった都道府県労働局長は､速やかに

本省に報告を行 う｡

(3)装着訓練の期間

筋電電動義手の装着訓練の期間は､原則として4週間とする｡

ただし､装着訓練及び適合判定を担当する医師が､訓練期間を延長すれ

ば確実に筋電電動義手の使用が可能であると判断する場合は､装着訓練の

期間を､原則として最大4週間延長することができる｡

10 症状照会

申請者の身体障害の状態の程度及び当該身体障害の状態に応じた義肢等補

装具の必要性を判断するため､症状照会を実施するO

(1)申請者の症状照会は､次に掲げる種目に対して行 う｡

下記①については､申請の都度､下記①以外は､原則､新規申請の際に

症状照会を行う｡

なお､下記③については､薬剤の銘柄又は用量を変更する場合について

も症状照会を行 う｡

① 眼鏡 (コンタク トレンズに限る)

② ス トマ用装具

③ 疾腸器付排便剤

④ 重度障害者用意思伝達装置

(2)所轄局長は､(1)に掲げる義肢等補装具の支給申請を受け付けた場合､

申請者の診療担当医療機関に対して､申請者の ｢症状照会書｣(様式第 16

号)により､症状照会を行 う｡

なお､(1)①又は③ (申請者が薬剤の銘柄又は用量の変更を希望する場

合のみ)に係る支給申請を受け付けた場合､所轄局長は､診療担当医療機

関において検査を受けさせるため､予め診療担当医療機関に連絡して検査

の日時を決定し､その旨を申請者に ｢検査診断依頼書｣(様式第 17号)に



より連絡すること｡

(3)症状照会を受けた医療機関は､申請者の ｢症状照会に対す る回答書｣(様

式第 18号 (1)～(4))について所轄局長-提出する.

11 採型指導

(1)採型指導は､次に掲げる種 目に対 して行 う｡

(D 義肢

② 筋電電動義手

③ 上肢装具及び下肢装具

④ 体幹装具

⑤ 座位保持装置

(参 車いす

⑦ 東動車いす

(2)採型指導の依頼

ア 所轄局長は､(1)の義肢等補装具の支給申請について承認を行ったと

きは､労災病院､医療 リハ ビリテーションセンター､総合せき損センタ

ー及び労災指定医療機関の中から都道府県労働局長が指定 した医療機関

(以下 ｢義肢採型指導医｣とい う｡)のうち､申請者が希望する医療機関

に対 して､｢採型指導依棟書｣(様式第 5号)により採型指導を依頼する｡

なお､採型指導の依頼は､修理又は再支給の場合においても､必要に

応 じて行 う｡

イ 採型指導の依頼を受けた義肢採型指導医は､当該義肢等補装具に関す

る採型を行･うとともに､申請者の希望する義肢等補装具製作者 (以下 ｢製

作者｣ とい う｡)に対 して採型結果に基づいた指導を行 う｡

なお､車いす及び電動車いすの採型指導に当たっては､申請者の障害

に応 じて必要な種類､部品及び付属品の選択について指導を行 う0

(3)義肢採型指導医の指定

ア･義肢採型指導医の指定は､医療機関からの申請に基づいて行 う0

イ 義肢採型才旨導医の指定を受けようとする医療機関は､当該医療機関の

所在地を管轄する都道府県労働局長に ｢義肢採型指導委託 申請書｣(様式

第 6号)を提出する｡

･ウ イの申請書には､当該医療機関の概要を記 した書類､当該医療機関の

全体の平面図及び配置図､義肢採型指導担当医の医師免許証の写し､略

歴及び国立身体障害者 リハ ビリテーションセンター学院の実施する補装

具適合判定医師研修会 (以下 ｢研修会｣という｡)の修了証の写しを添付

する｡

エ 次の要件を全て満たす医療機関から義肢採型指導医を指定する｡

(ア)労災病院､医療 リハビリテーションセンター､総合せき損センタ-

又は労災指定医療機関で整形外科診療若 しくは主として リハビリテ-



ション医療を行 う医療機関であること｡

(イ)｢労災診療費算定基準について｣(昭和 51年 1月 13日付け基発第 72

号)の別表 1に掲げる医療機関において､整形外科又はリハ ビリテー

ション医療について2年以上の専門研究の経験を有 し､かつ､その期

間も含め5年以上の臨床経験を有するものであって､研修会を修了し

た医師が､実際に義肢装具の採型指導を行 うものであること0

(ウ)本要綱で定める義肢採型指導料の額で義肢採型指導を行 うものであ

ること｡

オ 都道府県労働局長は､採型指導医の指定をするときは､別紙 1の契約

書例を参考に当該採型指導医と義肢採型指導に係る委託契約を締結する｡

カ 都道府県労働局長は､義肢採型指導医を指定したときは､医療機関名､

所在地､郵便番号､電話番号､最寄駅及び義肢採型指導担当医師名を本

省あて報告する｡

また､その報告事項に変更があった場合も同様 とする｡

キ 本要綱の実施 日以前に義肢採型指導医とし七指定している医療機関に

ついては､本契約を締結しているものとして取 り扱 う｡

(4)義肢等補装具の製作に係る検挙

製作者は､義肢等補装具を製作 したときは∴当該義肢等補装具を (2)

イの義肢採型指導医に提示して検査を受けるものとし､当該義肢採型指導

医は､検査の結果､当該義肢等補装具が申請者に適合していると認めた場

合には､その旨の ｢証明書｣̀(様式第 7号)を製作者に交付する｡

12 費用の請求

(1)義肢等補装具の支給又は修理に要する費用を請求しようとする者は､｢義

肢等支給 ･修理費用請求書｣(様式第 8号(1))(義肢､装具の製作又は修理

に係 る場合は､｢義肢等支絵 ･修理費内訳書｣(様式第 8号 (2)～ (4))を添

付する,ものとする.)を義肢等補装具の支給又は修理の承欝を行った都道府

県労働局の労働保険特別会計の支出官あて提出する｡

なお､11の採型指導を行 う種 目については､義肢採型指導医が交付 した

｢証明書｣(様式第 7号)を､探勝器付排便剤又は床ずれ防止用敷ふ とんに

ついては､発送証明書を､それぞれ当該請求書に添付する｡

(2)義肢採型指導医は､義肢採型指導料を請求しようとすると草は､｢義肢採

型指導料請求書｣(様式第 9号(1))及び ｢義肢採型指導料内訳書｣(様式第

9号(2))を採型指導を依頼した都道府県労働局の労働保険特別会計の支出

官に提出する｡

(3)上記 9の筋電電動義手の装着訓練及び適合判定を行った医療機関は､装

着訓練及び適合判定に係る費用を請求しようとするときは､外科後処置実

施要綱の 5 (4)の外科後処置に要した費用として､装着訓練及び適合判

定を依頼 した都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官に請求す る｡



(4)上記 10の症状照会に対する回答を行った医療機関は､症状回答料を請求

しようとするときは､｢症状回答料請求書｣(様式第 19号)を症状照会した

都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官に提出する｡

13 費用の額

(1)支給及び修理

ア 義肢等補装具の支給又は修理に要する費用の額は､別表 2及び別表 3

に定める価格の 100分の 103に相当する額の範囲内とするO

ただし､次に掲げる支給又は修理に係る費用の額については､､別表2

及び別表 3に定める価格の 100分の 105に相当する額の範囲内とする｡

(ア)別表 2の (5)の眼鏡(弱視眼鏡に係るものを除く｡)の支給

(イ)別表 2の (5)の歩行補助つえ (松葉っえ､カナディアン ･クラッ

チ､ロフス トランド･クラッチ及び多点杖を除く｡)の支給

(ウ)別 表 2の (5)

(ェ)別表 2の (5)

(オ)別表 2の (5)

(カ)別表 2の (5)

(キ)別表 3の (5)

(ク)別表 3の (5)

(ケ)別表 3の (5)

(コ)別表 3の (5)

のかつらの支給

の沫腸器付排便剤の支給

の床ずれ防止用敷ふとんの支給

のフローテーションパッドの支給

0?盲人安全つえの項中マグネット付き石突交換

の眼鏡の項中枠交換(弱視眼鏡に係るものを除くD)

の眼鏡の項中レンズ交換

の補聴器の項中イヤホン交換､高度難聴用イヤホン

交換､骨導型用箱形 レシーバー交換､眼鏡形平面レンズ交換及び骨導

型箱形-ツドバンド交換 ＼

(サ)別表 3の (5)の人工喉頭の項中気管カニューレ交換及び充電器交

換

(シ)別表 3の (5)の車いすの項中クッション交換､夜光反射板交換､

ステッキホルダー (杖たて)交換､畢よけ交換､屋外用キャスター (ェ

ア一式等)交換､転倒防止用装置交換､滑 り止めハンドリム交換､キ

ャリバーブレーキ交換､フットブレーキ (介助者用)交換､酸素ボン

ベ固定装置交換､人工呼吸器搭載台交換､栄養パック取付用ガ- トル

架交換及び点滴ポール交換

(ス)別表 3の (5)の電動車いすの項中バッテリー交換 (マイコン内蔵

型に係るものを含む｡)､外部充電器交換､オイル又はグリス交換､ス

テッキホルダー (杖たて)交換､屋外用キャスター (ェア一式等)交

換､転倒防止用装置交換､クライマーセット (段差乗 り越え補助装置)

交換､フロントサブホイール (溝脱輪防止装置)交換､酸素ボンベ固

定装置交換､人工呼吸器搭載台交換､栄養パック取付用ガ- トル架交

換及び点滴ポール交換

(セ)-別表 3の (5)の歩行補助つえの項中凍結路面用滑 り止め (非ゴム

/
f

i



系)交換

(ソ)別表 3､の (5)の収尿器に係る交換

(タ)-別表 3の (5)の介助用リフタ一に係る交換及び修理

(チ)別表 3の (5)のフローテーションパッドに係る交換

(ツ)別表 3の (5)の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理､固定

台 (アーム式又はテーブル置き式)交換､入力装置固定具交換､呼か

鈴交換､呼び鈴分岐装置交換､硬点式入力装置 (スイッチ)交換､帯

電式入力装置 (スイッチ)交換､筋電式入力装置 (スイッチ)交換､

光義式入力装置 (スイッチ)交換､呼気式 (吸気式)入力装置 (スイ

ッチ)交換､圧電素子式入力装置 (スイッチ)交換､注視点検由ユニ

ット交換､ccDカメラ交換､赤外線照射セット交換及びCCDカメ

ラ用リモコン雲台交換

イ 別表 2及び別表 3に定める義肢等補装具の価格には荷造運搬料 (探勝

器付排便剤を除く｡)､使用方法の説明及び指導等の要する費用を含むも

のとする｡

なお､所轄局長は､荷造運搬料を別途請求されたときは､義肢等補装

具の製品代が正当と認められる場合に限り､義肢等補装具の製品代と運

.搬料の合算額が別表 2及び別表3に定める価格を超えない範囲で､これ

を義肢等補装具の価格に含めて支線できる｡

(2)義肢採型指導料

ア 義肢採型指導医が請求できる義肢採型指導料 (車いす及び電動車いす

は除く｡)の額は､採型指導に必要な資材費を含み､義肢等補装具を装着

する1肢につき､健康保険法 (大正 11年法律第 70号)の規定による診

療報酬の算定方法 (平成 20年産生労働省告示第 59号｡以下同じ)の別

表第 1医科診療報酬点数表に定める治療装具の採型ギプスの点数に労災

保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に定める単価

を乗じて得た額とする｡

なお､次の場合は､各項に掲げる区分を適用するものとする｡

(ア)採寸を行った場合

義肢装具採寸法 (1肢につき)

(イ)手指及び足指切断に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型汝 (四肢切断の場合)(1肢に

つき)

(ウ)硬性以外の体幹装具に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの義肢装具採型法 (四肢切断の場合)(1肢に

つき)

(ェ)座位保持装置に係る採型を行った場合

治療装具の採型ギプスの体幹硬性装具採型法

イ 車いす及び電動車いすの義肢採型指導料の額は､採型指導に必要な資



材費を含み､車いす又は電動車いす 1台につき､健康保険法の規定によ

る診療報酬の算定方法の別表第 1医科診療報酬点数表に定める診療情報

提供料 (Ⅱ)の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療

費の算定基準に定める単価を乗 じて得た額 とする｡

ウ 義肢採型指導料は､義肢等補装具の採型に伴 う診察料､資材費等一切

の費用を含むもの.とし､初診料等を即途請求することはできないo

(3)装着訓練科及び適合判定料

装着訓練及び適合判定に要する費用は､原則 として､外科後処置実施要

綱の 6の ｢費用の算定方法｣により算定 した額 とするが､次の場合は､健

康保険法の規定による診療報酬の算定方法の別表第 1医科診療報酬点数表

に定める区分の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費

の算定基準に定める単価を乗 じて得た額 とする｡

ただし､アについては､｢労災診療費算定基準について｣(昭和 51年 1月

13日付け基発第 72号)において定める点数に労災保険法の規定による療

養の給付に要す る診療費の算定基準に定める単価を乗 じて得た額 とする｡

ア 筋電電動義手の装着訓練 (装着訓練 20分あた り1単位 とし､ 1日6

単位までとする｡)

運動器 リハ ビリテーション料 (Ⅰ)

イ 筋電電動義手の適合判定

診療情報提供料 (Ⅱ)

ウ 練習用仮義手の処方､採型､装着及び調整等 (訓練用仮義手 1個につ

き 1回限 りとする｡)

練習用仮義足又は仮義手の義肢装具採型法 (四肢切断の場合)(1肢に

つき)

エ 練習用仮義手のソケッ ト

41,000円

(4)症状回答料

痘痕照会に対する回答に要する費用は､健康保険法の規定による診痩報

酬の算定方法の別表第 1医科診療報酬点数表に定める診療情報提供料 (Ⅱ)-

の点数に労災保険法の規定による療養の給付に要する診療費の算定基準に

定める単価を乗 じて得た額 とする｡

なお､検査料に要する費用は､健康保険法の規定による診療報酬の算定

方法の別表第 1医科診療報酬点数表に定める点数に労災保険法の規定によ

る療養の給付に要す る診療費の算定基準に定める単価を乗 じて得た額 とす

るO

(5)端数調整

算定した額に 1円未満の端数があるときは､その端数は切 り捨てる｡

14 支出項 目



義肢等補装具の支給及び修理､義肢採型指導に要する費用並びに症状照会

に要する費用は､(項)社会復帰促進等事業費 (冒)補装具等支給費から支出

するものとする｡

15 旅費の支給

(1)対象者

旅費は､次の者に支給する｡

ア 義肢､上肢装具､下肢装具､体幹装具､座位保持装置､車いす､電動

車いす又はかつらの採型若 しくは装着のため旅行する者

イ 義眼の装俵のため旅行する者

り 筋電電動義手に係る装着訓練及び適合判定のため旅行する者

二 眼鏡 (コンタク トレンズに限る｡)又は沫腸器付排便剤の支給に係る検

査のため旅行する者

(2)範囲

旅費は､最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の軍費に

より計算するものとし､その範囲は､次甲とお りとするO

なお､必要と認められる限り､回数に制限を付さないものとする｡

ア 旅費の種類は､鉄道賃､船賃､車賃及び宿泊料とする｡

イ 鉄道賃及び船賃については､普通旅客運賃を支給する｡また､普通急

行列車を運行する線路による旅行で片道 50キロメー トル以上のものに

ついては急行料金を支給し､特別急行列車を運行する線路による旅行で

片道 100キロメ｣ トル以上のものについては特別急行料金を支給する｡

り 革質は､1キロメー トルにつき､37円とする｡

ェ 宿泊料は､一地理的事情等により宿泊の必要が認められる場合に限り､

1夜につき 8,700円の範囲内におけるその実費額 (飲酒､遊興費､その

他これらに類する費用を除く｡)とする｡

オ 定期券及び回数券等､運賃の割引を受けることができる場合の運賃の

額は､その実費額を支給する｡

カ 旅費の支給について､本要綱の規定により難い事情がある場合には､国

家公務員等の旅費に関する法律 (昭和 25年法律第 114号)及び同法の運

用の方針に準じ､最も経済的と認められる経路及び方法により旅行 した

場合における旅費を支給するものとする｡

(3)手続

旅費の支給を受けようとする者は､｢義肢等補装具旅費支給申請書｣(様

式第 10号)により､義肢等補装具の支給を承認 した都道府県労働局の労働

保険特別会計の支出官に請求する｡

('4)旅費の概算払い

ア 所轄局長は､旅行前に旅費の支給を希望する労働者について､当該労

働者の経済的事由により精算払いでは旅行することが困難であると認め



られる場合に限り､概算払いできる｡

イ 旅費の概算払いを受けた者は､旅行期間経過後､｢義肢等補装具旅費精

算申請書｣(様式第 11号)を所轄局長に提出し､精算を行 う｡

ウ 旅費の概算払いを受けた者が､相当期間経過するも旅行せず､又は旅行

しないことが確実となったときは､所轄局長は当該者に支給済の旅費を

返納させるO

(5)支出項 目

旅費に要する費用は､(項)社会復帰促進等事業費 (冒)社会復帰促進等

旅費から支出する｡

16 社会復帰促進等事業原票の記載

所轄局長は､被災労働者ごとに支給状況を明らかにするため社会復帰促進

等事業原票に記載を行 う｡

なお､社会復帰促進等事業原票は､物品管理簿を兼ねているので､義肢等

補装具の購入及●び支給に関しては､物品管理簿-の登載は省略することがで

きる｡

17 施行期 日

本要綱は､平成 20年4月 1日から施行 し､施行日以降承認又は不承欝する

ものについて適用する｡

ただし､本要綱により定める支給基準及び修理基準に掲げる価格は､本要

綱施行 日以降に発行 した注文書に係る義肢等補装具の支給又は修理に要する

費用の額について適用する｡



様式第1号(表面)

労働者災害補償保険

義 肢 等 諾申 請 書

労働局長 殿

の 芸霊 を受酸 いので､申請に必要な事項を記載の上申請します0

年 月 日

(〒 )

(記名押印又は署名)

申請者の

⑳ 生年月日 年 月 日生

労 働 保 険 番 号
府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号

2 負 傷 ( 発 病 ) 年 月 日

給 ゆ 年 月 日

3 傷病名 障害の部位

障害補償-時金又は

4 障害等級第 級 第 号 5 障 害 一 時 金 の受 領

障書く補償)年金又は傷病

6 支給を受けたい義肢･装具は計 本(前回支給 年 月 日)で (補償)年金の支給欽定

年 ･ 月 日

年 月 日

内訳は (イ) 用義肢･装具･筋電電動義手( )本

(ロ) 用義肢･装具( )本です｡ (年金証書 第 号)

7 修理を受けたい (イ)義肢･装具の種類は 用義肢･装具･筋電電動義手( ですO

(ロ)座位保持装置､盲人安全つえ､眼鏡､補聴器､人工喉頭､車いす､電動車いす､歩行章､収尿碁､歩行補助つえ､

介助用リフタ-､フローテーションパッド(車いす･電動車いす用)､重度障害者用意思伝達装置の交換箇所は

です｡

8 支給を受けたいのは座位保持装置､盲人安全つえ､義眼､眼鏡､点字器､補聴器､人工喉頭､車いす､電動車いす､歩行車､収尿器､

ストマ用装具､歩行補助つえ､かつら､涜腸巻付排便剤､床ずれ防止用敷ふとん､介助用リフタ一､フローテーションパッド(車いす･

電動車いす用)､ギャッチベッド､重度障害者用意思伝達装置 個(前回受給 年 月 日)です｡

9 採型指導を受けたい病院､診療所名

10 指定したい業者名 住所(〒 )

(注意)

1.業務上の事由又は通勤により義肢等を敦損したため申請する場合は､上記｢2｣から｢5｣までの事項は記入しないで裏面の

r義肢等敷浪現認証明欄｣に事業主の証明をうけること｡

2. 介助用リフタ-め支給申請をする場合は､介準人等の状況轟昏書を添付することo

局 処 理 楓

本件 承認 してよろしいやゝO局長部長課長補佐係長 交 付 年 月 日 承謬書契印 注文書契印

年 月 日

桑 罷 番 号

支給(修理)物品

の 概 要



様式第1号(裏面)



様式第 1号(2)

介 護 人 等 の 状 況 報 告 書

1 介護人の状況について

(1)氏 名

(2)性 別 男 女

(3)年 齢

(4)申請者 との続柄

(注) (2)は該当するものを○で囲んでください｡

2. 家屋構造について

家屋の間取図 (平面図)

(注) 1 各部屋の広さ､廊下の幅及び段差 (部屋と部屋､部屋と廊下等)の数

値を記入 してください｡

2 床面の種類 (畳､畳の上にじゅうたんなどを敷いたもの､板､コンク

リー ト､板又はコンクリー トの上にじゅうたんなどを敷いたもの､その

他)を具体的に書いてください｡



様式第2号

労働者災害補償保険

義 肢 等 諾 承 認 書

磨

平成 年 月 日 付けをもって申請された

の 志霊 に-いて- しますから､この- 書を下記 (霊笠竃 晋 雷 雲) に

提示してください｡

平成 年 月 日

労働局長[可

義肢.装具の採型指導を行う病院､診療所の 名 称所在地 (千 )

製作.修理業者の 氏 名
住 所 (〒 )

(注意) 1 義肢･装具の製作については整形外科医が採型指導することになっておりますOす

なわち､義肢 ･装具は整形外科医が採型を行った後に製作業者がこれを製作するとと

もに､その義肢 ･装具が製作されたときには当按医師がこれを点検することになって

おります0

2 製作義肢 ･装具を受け取ったときは菓者､病院の請求書のr受領証明欄｣に記名押印

又は署名してください｡



様式第3号(1)

労働者災害補償保険

巨雲

労 働 局

労働保 険特別会計支 出負担行為担 当官
殿

ただし

一種 .那 数 量 単 価 金 額 備 考

納入期限は､発注の日から 日間

納入場所は､発注者指定の場所

上 記 の とお り､見 積 りま した ｡

-平成 年 月 日

(〒 )

氏 名 ⑳
(記名押印又は署名)

(注)見積金額の頭部には､｢¥｣の文字をつけてください｡



様式第3号(2)

見 積 内 訳 書

(殻 構 造 義 肢 用)

① 殻 構 造 義 肢 の名 称 .型 式 等 ィ.哀 称
ロ.型 式

ハ.採 型 区 分

ニ.基 本 価 格

ホ..ソ ケ ッ ト

-..ソ フ トイ ン サ ー ト

ト 支 持 部

チ.票差 望蒜 意 詔 (

リ.外 装

ヌ.完 成 用 部 品

注) 1 この内訳書は､殻構造義肢の製作又は修理に係る見積りの場合に､様式第3号(1)に添付すること0

2 使用材料･部品､型式等の種別は､別表2の(1)又は別表3の(1)により記入すること0

3 製品名は､ヌ.完成用部品についてのみ､別表2-2の1により記入することO

4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた金

額を記入すること｡



様式第3号(3)

見 積 内 訳

(骨 格 構 造 義 肢 用)

巨覇【≡∃

① 骨 格 構 造 義 肢 の名 称 .型 式 .等 ィ.名 称
ロ.型 式

ハ.採 型 区 分

② 価 格 内 訳 使 用 材 料 .部 品 ､型 式 等 の 種 別 製 品 名 数量 単 価円 金 額円 億. 考

ニ.基 本 価 格

ホ.ソ ケ ッ ト

へ.ソフ トイ ン サ .- ト

ト 支 持 部

チ.慧 嘉望蒜 妄言 蒜慧

リ,丸 装

又 完 成 用 部 品

③ 合 計 金 額 ¥

注)･1 この内訳書は､骨格構造義肢の製作又は修理に係る見積りの場合に､様式第3号(1)に添付すること0

2 使用材料･部品､型式等の種別は､別表2の(2)又は別表3の(2)により記入すること｡

3 製品名は､ヌ･完成用部品についてのみ､別表2-2の2により記入すること｡
4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた金

額を記入すること｡



見 積 内 訳 書

(装 具 用)

様式第3号 (4)

① ,装具の区分､■名称等 ィ.名 称ロ.型 式

ハ.採 型 区 分 採型.採寸

② 価 格 内 訳 使 用 材 料 .部 品 ､型 式 等 の 種 別 製 品 名 数量 単 価円 金 額円 備1 r考

二.基 本 価 格

ホ.継 +辛

-.支 . 持 甲

ト そ の 他 加.算 要 素

チ.完 成 用 部 品

注) 1 この内訳書は､装具の製作又は修理に係る見積りの場合に､様式第3号(1)に添付すること｡

2 名称､種類等の種別は､別表2の(3)又は別表3の(3)により記入すること｡

3 製品各は､ヌ.完成用部品についてのみ､別表2-2の3により記入すること0

4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた金

額を記入すること｡



様式第4号

労働者災害補償保険

'慧芸 注 文 書

殿

年齢 才

目先て＼
.

1つに
作

理

製

修
の

の 必 要 とす る

提 出 され た 見 療 書 の 価 格 で

下 如 とお り 芝 芸 し て くだ さ い Oで き 上 が りま した 現,品 は 当 方

の 指 定 す る職 員 (検 収 官 吏 )に よる~検 収 を うけ て か ら上 記 の 者

に 手 渡 し､同 封 請 求 啓 に 検 収 確 欝 及 び 本 人 の 受 領 証 明 を 得 て

当 局 支 出 官 あて代 金 を請 求 してくだ さい｡l

な お ､義 肢 ､装 具 の 製 作 代 金 の 請 求 書 を提 出 す る場 合 に は ､

採 型 指 導 を行 った病 院 の証 明 書 を必 ず 添 付 してくだ さい ｡

平成 年 月 日

労働局支出負担行為担当官匝]

記

種 目 個 数 単 価 金 額 備 考



様式第5号

労働者災害補償保険

採 型 指 導 依 療 書

病凝長殿….

当局管内労働者より義肢 ･装具支給の申請があり､下記のとおり承認しましたの

で､当該労働者が貴院に承認書を提示したときは､次によりお取扱いくださるよう

お願いします｡

1 義肢 ･装具の採型をすること｡

2 義肢 ･装具の製作に- い て は (嘗配 裏欄 著援 封 の上､業者をして

同封様式の見積書を至急当局宛に提出させること0

3 業者が製作を終えたときは､義肢 ･装具の適合について判定の上､同封様式に

より業者に証明書を渡すこと｡

4 採型指導料 (¥ )については同封様式により当局宛に請求すること｡

平成 年 月 日

労働局長[亘l

記

承 謬 年 月 日.及 び 番 号 平成 年 月 日 第 号

労 働 者 住 所 (千 )

氏 _ 名



様式第 6号

労 働 者 災 害 補 償 保 険 法

義 肢 採 型 指 導 委 託 申 請 書

名 藤

所 在 . 地

診 療 科 名

病 院 長 名

上記病院を労働者災害補償保険法第29条第 1項の規定に基づく義肢等補装具支

給要綱による義肢採型指導を行 う病院として指定されたく関係書類をi添付の上申

請します｡

平成 年 月 日

労 働 局 長 殿

病院の開設者 (その委任を受けた者)

め住所及び職氏名

秤



様式第7号

労働者災害補償保険

証 明 書

承 認 番 号

労 働 者 住 所
氏 名

義 肢 . 装 具 の 種 目 ､.個 数
製 作̀ 年 月 日

製 .作 業 者 住 所

当院の採型指導 により製作 された上記義肢 ･装具は､本人に最 も適令

していることを証明します｡

平成 年 月 日

(千

住 所 ･

名

採型指導医

(記名
… … … … …@ .
押印又は署名)



様式第8号(1)

労働者災害補償保険

義肢等 諾 費用請求書

労 働 局

労働保険特別会計支出官
顔

請 求 金 額 千 円

義肢等の製作代の場合は､たとえば ｢上腕義手 (宇部能動式常用)｣の

ごとく記入し二義肢等の修理代の場合は､義肢等の種類を記入したうえ､

修理の内容を､たとえば ｢肩部革交換｣ のごとく記入すること｡

種 別 個`数 翠 .一価 金 額 備 考

用義肢.装具 円 円

計 円

痕 収証 明 上記 物 品 に､つ き検収 した ところ注文書 どお り製 作 (修理)

され本人 に支 給 したO

･平成 年 月 日

検 収 場 所

官 署 名 検 収 官 吏 ⑳

現 品 受 領証 明 .上記の晶受け取りましたo

平成 p 年 月 日

(千 )

住 所

謂 氏 名 ⑳
(記名押印又は署名)

¥振込 を希望す る金融機関 の 名 称 銀行 店金庫組合 ●所 口座番号

上記 の と拘 り請求 します ｡

承 認 番 号 平成 年 月 日
(〒 )

製作業者

薫-乳 ･--- --- - ---T-------=-I---臥(記名押印又は署名)
注 意)

(1) 事項を選択する場合には､該当する事項を丸で囲んでください｡

(2) 請求金額の頭部には､ ｢¥｣の文字をつけてください.

(3) ※の欄は､口座を新規に届け出る場合､又は､届け出た口座を変更する場合にのみ記入してください｡



様式第8号(2)

義 肢 等 芸 霊 費 内 訳 書

(殻 構 造 義 肢 用)

① 殻 構 造 義 肢 の名 称 ∴型 式 等 ィ.名 称
ロ.型 式

ハ.採 型 区 分

② 価 格 内 訳 使 用.材 料 .部 品､型 式 等 の 種 別 製 品 名 数量 単 価円 金 額円 備 考

ニ.基 本 価 格

ホ.ソ ケ ッ ト

へ.ソフ トイン サ ー ト

ト 支 持 部

チ.慧言霊蒜妄言蒜慧

リ.外 装

ヌ.完 成 用 部 品

注) 1 この内訳書は､殻構造義肢の製作又は修理に係る費用の請求の場合に､様式第8号(1)に添
付すること0

2 使用材料･部品､型式等の種別は､別表2の(1)又は別表3の(1)により記入すること0

3 製品名は､ヌ.完成用部品についてのみ､別表2-2の1により記入すること0

4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた

金額を記入することO



様式第8号(3)

義 肢 等 差 霊 費 内 訳 書

(骨 格 構 造 義 肢 用)

① 1骨 格 構 造 義 肢 の名 称 .型 式 等 ィ.名 称
ロ.型 式

ハ.採 型 区 分

② 価 格 内 訳 使 用 材 料 .部 品 ､型 式 等 の 種 別 製 品 名 数量 単 価円 金 額円 備 考

ニ.基 本 価 格

ホ.ソ ケ 1 ツ ' ト

-.ソフ トイン サ ー 下

ト.支 . 持 部

チ.慧 芸 望蒜 孟孟霊

リ.外 装

メ.完 成 用 部 品

注) 1 この内訳書は､骨格構造義肢の製作又埠修理に係る費用の請求の場合に､様式第8号(1)に
添付すること｡

2 使用材料･部品､型式等の種別は､別表2の(2)又は別表3の(2)により記入すること｡

3 製品名は､ヌ.完成用部品についてのみ､別表2-2の2により記入すること｡

4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた

金額を記入すること｡



様式第8号(4)

義 肢 等 志 霊 費 内 訳 書

(装 具 用)

① 装具の区分､名称等 ィ.名 称ロ.型 式

ハ.線 型 区 分 採型.採寸

ニ.基 本 価 格

ホ.継 手

へ.支 持 部

ト そ の 他 加 算 要 素

チ.完.成 用 部 品

2 名称､種類等の種別は､別表2の(3)又は別表3の(3)により記入すること｡

3 製品名は､又完成用部品についてのみ､別表2-2の3により記入すること｡

4 備考欄には､加算又は減額がある場合にその旨と加減額を記入し､金額欄には加減額を含めた金

額を記入すること｡



様式第9号(1)

労働者災害補償保険

義肢採型指導料請求書

労 働 局

労働保険特別会計支出官
殿

上記金額を拳肢 ･装具の採型指導料 月分 として請求 します｡

内訳は別紙のとお りです｡ (内訳書 枚)

平成 年 月 日

(〒 )
.住 所

.良_名 ･ ⑳
(記名押印又は署名)

※振込を希望 銀行 店金庫 口座番号

する金融機関の名称 組合 所

(注 意)
(1) 事項を溝択する場合には､該当する事項を丸で囲んでくださいO

(2) 請求金額の頭部には､ ｢¥Jの文字をつけてください｡

(3) ※の欄は､口座を新規に届け出る場合､又は､届け出た口座を変更する場合にのみ記入してくださいB



様式第9号(2)

義肢採型指導料内訳書

泉 認 p番 号

労 働 者 住 所 (千 )

氏 名

義 肢 .装 具 の 種 目個 .数 (個)

採型指導年月日平成 年 月 日

製 作 業 者 住 所 (〒 )

氏 名

内 容 点 数 . 金 額. 摘 要

～義 肢 採 型 指 導 ト キJIIII+I一+●II一●■■III+IIII ; 三 円暮 ■t 一l L■ 一一 一暮 17 1- I■ ■■ Iー ■1一 一一 ■■ ■一I■■tlJLJrA*I+rlrI暮一lrt■lf



様式第10号 (表面)

労 働 者 災 害 補 償 保 険

義肢等補装具旅費支給 申請書

労働局長 殿

義肢等補装具旅費の支給を受けたいので､下記のとおり申請します｡

平成 年 月 日

(〒 )

住 所

申請者 の 電話番号 ( )一 一

氏 名 ･ 印(記名押印又は署名)

1 承認書番号 g9㌦-I-一一- :--- --- 一･※概算払いを受ける場合､記入は不要です0

2 旅 費 円 (内訳を裏面に記入 してください｡)

より平成 年 月 日まで､1.義肢､装具､座位保持装置､車い

す 電動車いすこかつらの採型 .装着 2. 義眼の装験 3.筋電電動義手に係

る装着訓練 .■適合判定 4.コンタクトレンズ､鏡腸口付排便剤の支給に係る

平鹿 年 月 日

住 所

電話番号 ( )-

医療機関又は施設名

氏 名 . 印 (記名押印又は署名)

振 り込みを希 銀行 店 預金の種類 普通 .当座

口座 番 号望する金融機 金庫

関の名称 組合.. 節



萩
釣
事
1
0

庫

(鰍
登
)

一発 .普年月 日 発着 地名 経路 宿泊地 鉄 道 船 舶 塞 宿 泊 計

距離 金 額 距離 金 額 臣巨離 金 額 泊数 金 額

km 円 km 円 km 円 泊 円 tiー

ヽ



様式第11号 (表面)

労 働 者 災 害 補 償 保 険

義肢等補装具旅費精算 申請書

労働局長 殿

義肢等補装具旅費の精算をしたいので､下記のとお り申請しますO

平成 年 月 日

(〒 )

住 所

申請者 の 電話番号 ( )一 一

氏 名 印 (記名押印又は署名)

1 承落書番号 No.

2 旅 費 円 (内訳を裏面に記入してくださいO)

事実証明 上記申請者が､当医療機関 (施設)において､平成 年 月 日より平成 年 月 ,日まで､1.義肢､装具､.座位保持装置､ 車い

す､電動車いす かつらの採型 .装着 2.義眼の装巌 3.筋電電動義手に係

る装着訓練 .適合判定 4.コンタクトレンズ､探勝器付排便剤の支給に係る検

餐 (該当に○)を行ったことを証明します○

平成 年 月 日

住 所

電話番号 ( )-

医療機関又は施設名

氏 名 __…_……_…___…㌔…_ 印 (記名押印又は署創

振 り込みを希 銀行 店 預金の種類 普通 .当座

一口座 番 号望する金融機 金庫

関の名称 組合 所

口座名義人 ､



蔀
外
部
11%

(淋
執
)

発 着年月 日 発着地名 経路 宿泊地 ー鉄 道 船 舶 車 宿 泊 計.

距離 金 額 距離 金 額 距離 金 額 ･泊数 金 額

km 円 km 円 km 円 泊 円 (



様式第 12号

○ ○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 日

病 院

診療所l

医師

適 合 判 定 結 果 に つ .い て

下記申請者について､筋電電動義手の適合判定結果を下記のとおり報告する｡

申請者の氏名 ･年齢 申請者の住所

適合判定結果

○ 筋電電動義手を装着する上肢について

1 手先装置の開閉操作に必要な強さの筋電信号の検出の有無

有 ･ 無

2 筋電電動義手を使用するに足る判断力の有無

有 ･ 無

3 節電電動義手を使用するに足る十分な筋力の有無

有 一 無

4 ソケットを装着することができる断端の有無

有 ･ 無

5 筋電電動義手を使用できる肩及び肘の関節可動域の有無

有 ･ 無

○ 筋電電動義手の支給について

1 支給可 ･支給不可

2 1の判断理由

(装着訓練の経過､操作の習熟の程度､ADL評価及び恒常的な必

要性の有無等により具体的な記載 してください｡)



様式第 13号

○ ○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 日

装 着 訓 練 中 止 報 告 書

下記申請者の装着訓練を中止したことについて下記のとおり報告する0

( )

報

dこEコ

事

項



様式第 14号

○○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 日

労働者災害補償保険

筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る届出書

下記医療機関を社会復帰促進等事業における義肢等補装具支給制度の筋電電

動義手の装着訓練及び適合判定を実施する医療機関として届出します｡

医痩機関 名 称

所在地

郵便番号 -

電話番号

住 所

開 設 者



様式第 15号

○○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 月

労働者災害補償保険

筋電電動義手装着訓練及び適合判定実施医療機関に係る変更届出書

下記医療機関について､平成 年 月 日付け ｢筋電電動義手装着訓練及び適合

判定実施医療機関に係る届出書｣において届出内容を変更したので届出します｡

医l療機関 □ 名.秤

□ 所警

□ 郵便苧号 -

□ 層話番号

口.添竺資料 別紙のとおり

※ 変更する事項の 口 に､｢レ｣を記入する｡

住 所

開 設 者



様式第 16号

病 院

診療所

平成 年 月 日

殿

○○労 働 局 長

症 状 照 会 書

下記申請者より､義肢等補装具の について申請がありましたの

で､申請者の症状について､別添 ｢症状照会に対する回答書｣ にて回答をお願

い申し上げます｡

記

氏名住所生年月日 ( ) 性 別 男 ･ 女



様式第 17号

磨

平成 年 月 日

○ ○労 働 局 長

検 査 診 断 依 頼 書

義肢等補装具の承認に当たって必要がありますので､下記により検査診断を

受けるようお願いします｡

記

1 検査診断を受ける医療機関

所在地

医師名

2 受診 日

平成 年 月 日 時 一 分頃

3 問い合わせ先

○○労働局労働基準部労災補償課

担当 〇〇〇〇

電話 00-0000-0000



様式第 18号(1)

○ ○ 労 働 局 長 鹿

平成 年 月 日

病 院

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記申請者について､義肢等補装具のコンタクトレンズの支給に係る症状を

判断したので回答する｡

申請者の氏名 .年齢 ( ) 申請者の住所

症 状 の 状 態

○ コンタク トレンズについて

1 装用の可否

装用可 .装用不可

2 1の判断理由 (具体的に記入 してくださいo)BC Pwr 'Size Cyl.p AXs

右

左



様式第 18号(2)

○ ○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 日

病 院

診療所

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記 申請者 について､義肢等補装具のス トマ用装具の支給に係 る症状を判断

したので回答す るO

記

申請者の氏名 .年齢 ( ) 申請者の住所

症 状 の 状 琴

○ ス トマ用装具について

1 着用の可否

着用可 .着用不 可

2 必要性の有無 ◆

必要あ り .必要な し



様式第 18号(3)

○○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 日

病 ､院

診療所

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記 申請者 について､義肢等補装具の探勝器付排便剤の支給 に係 る症状を判

断 したので回答するO

記

申請者の氏名 .年齢 ( ) 申請者の住所

症 状 の 扱 態

○ 涜腸着付排便剤について

1 必要性の有無

必要あり .必要な.し



様式第 18号(4)

○ ○ 労 働 局 長 殿

平成 年 月 日

病 院

診療所

医師

症 状 照 会 に 対 す る 回 答 書

下記申請者について､義肢等補装具の重度障害者用意思伝達装置の支給に係る

( 症状を判断したので回答するO

記

申請者の氏名 .年齢1 ( ) L申請者の住所

症 状 の.状 態

1 重度障害者用意思伝達装置によらなければ､意思の伝達が困難なであ

るかo

困難である .困難でない

2 1で困難である場合､重度障害者用意思伝達装置が必要であるかo

必要あり.必要なし



4 2で必要ありの場合

(1)呼び鈴装置について

必要あり･必要なし

(2)入力装置 (選択するものに○をする)

A :接点式入力装置 B :帯電式入力装置

C:筋電式入力装置 D :光電式入力装置

E :呼気式 (吸気式)入力装置

F:圧電素子式入力装置

G :画像処理による眼球注視点検出式入力装置

(3) (2)の入力装置を選択 した理申

(申請者の障害の状態等を具体的に記載 してください｡)

(



様式第19号

労働者災害補償保険

症 状 回 答 料 請 求 書

労 働 局

労働保険特別会計支出官
磨

上記金額を義肢等補装具の症状回答私 …._.B_倉 として請求しますO

なお､症状回答した件数､内容は､以下のとおりです｡

,日付 甲請者

1

2.

3

4

5

平成 年 月 日

(〒 )

所

名 (IL'':戻)
(記名押印又は署名)

※振込を希望 銀行 . 店金庫 口座番号

する金融機関の名称 組合 所

(注 意)
(1) 請求金額の頭部にほ､ ｢¥Jの文字をつけてください｡

(2) ※の欄は､口座を新規に届け出る場合､又は､届け出た口座を変更する場合にのみ記入してくださいo



別紙1 義肢採型指導に係る契約書 (例)

契 約 書

労働者災害補償保険法に基づく社会復帰促進等事業に関して､ 労働局長

(以下 ｢甲｣というO)と 病院長 (以下 ｢乙｣

というO)Lとは､次のとおり契約する｡

第1条 甲は､乙に対して頭書の社会復帰促進等事業に関し､義肢採型指導の実

施方を委託する｡

第2条 乙は､都道府県労働局長 (以下 ｢労働局長｣とい う｡)の発行する義肢

等支給 ･修理承認書 (以下 ｢承認書｣というO)を提示 した労働者に対して､

労働局長が発付した採型指導依額書に基づき､前条に定める義肢採型指導を実

施するものとするO

第3条 甲は､乙が第1桑に定める義肢採型指轟を実施 したときは､厚生労働省

労働基準局長が定める義肢採型指導料を支払 うものとする｡

第4条 乙は､前条に定める費用については､甲に義肢採型指導を実施した都度

義肢採型指導料請求書 (以下 ｢請求書｣という｡)により請求するものとする｡

ただし､乙が乙の所在地を管轄する都道府県労働局以外の都道府県労働局に

係る義肢採型指導を実施した場合の費用の請求については､当該義肢採型指導

に係る承認書を発行した都道府県労働局長に請求を提出するものとする｡
＼

第5条 甲は､前条の請求書の提出を受けたときは､遅滞なく乙にその費用を支

払うものとする｡

なお､前条ただし書の場合は､同義ただし書の承認書を発行 した都道府県労

働局長がその費用を支払うものとする｡



第6条 この契約の実施について必要な細目は､厚生労働省労働基準局長が定め

る義肢等補装具支線要綱によるものとする｡

第7条 甲は､必要に応じ乙の実施する義肢採型指導について監査を行い､●又は

報告を求めることができる｡

第8条 この契約に定めのない事項については､甲乙双方が協議 して定めるもの

とする｡

第9条 この契約の当事者は､2カ月前までに予告すればいつでもこれを解約す

ることができる｡

第10条 この契約の有効期間は､平成 年 月 日から平成 年 月

日までとする｡

ただし､有効期間満了の2カ月前までに双方からなんらの意思表示をしない

場合由 ま､この契約の効力を更に1箇年間自動的に更新 し､以後も同様とする｡

本契約の成立を証するため本書2通を作成し､双方署名押印の上各 1通を所持

するものとする｡

平成 年 月 日･

甲 都道府県労働局長

乙

印

印



別紙2 請書 (例)

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課長 殿

笹所

氏名 印
～ (牲人の ときはその名称及 び代表者 の氏名)

.品 名 又 は 名 称 数 量 単 - 価 金 .顔

円 円

･消 費 税 ′ 等

合 計

上記の物品等の納入方については､下記の各条件を承認し､かつ､遵守することを約しセこの請書を差し

出します○

記 ●
1 物品等の納入場所

2 物品等の納入期限 平成 年 l月 日

3 物品毎の晶質､構造､形状､寸絵等は､すべて指定のとおりであって､検査担当官の検査に合格した

ものでなければならない○

なお､物品等の納入に際しては､納品書を添えて検査由当官に届け出るものとする○

4 下記各号の1に該当するときは､契約担当官 (会計法第29条の3第 1項に規定する契約担当官等を

いうo以下同■じo)において､この契約の全部又は一部を解除することができる○この場合においては違

約金として契約金額の 100分の'10に相当する金額を納付することbただし､天災地変その他の正当の理

由に基づくと認められる場合においでは､この限りでないO

(I)期限内に合格品の納入が完了しないとき

(2)検査の際に検査担当官の職務執行を妨げ､又は不正の行為があったと普

(3)請負人から解約を申し出たとき

5 物品等の所有権移転後-年以内にその物品等にかくれたかし又は指定に適合 しないものを発見したと

きは､契約担当官等の指示に従って､他の指定した革質尊に適合する物品等と引き替え､又は修理し､

若しくは契約担当官等において算定した金額を鰐喜藤像として支払わなければならないO

6 納入物品等の検査は､納入届出後 10日以内たするものとするo

7 1期限内に物品等を納入 し難い場合には､その事由を記して期限内に納入延期の申し出をすることがで

きる､この場合において､特に遅滞料を徴することとして延期を許可することがあるOただし,契約担

当官等が納入遅滞について正当な事由があると認めたときは､遅滞料を免除することができるO

遅滞料は､その納期の翌日より起筆し遅滞 .l日ごとにその代金の 1000分の 1に相当する金額とするO
8 代金の支払時期は､納付の完了の確認を行つ,た後適法な支払請求書を受理した日から30日以内とするO

9 この契約は､契約担当官等の都合により解除することができるoこの場合における損害額については､



別表 1 義肢等補装具の支給対象者及び支給の範囲

支給種目 支給対象者(各項目のいずれかに該当する者) 支給の範囲 備 考

1 義肢 (1) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡 1障害部位につき2 (1) 断端袋については､別表 2に定め

失したことにより､労災保険睦によ 本を支給するO る断端袋の年間上限額の範囲内で必

る障害補償給付又は障害給付 (以下 原則､装飾用､能動 要な枚数を支給することから､年間

｢障害 (補償)給付｣というo)の支 式､常用､作業用の型 の支給累計額の確認を行 うため､事

給決定を受けた者又は受けると見込 式のなかから異なる型 業場の所在地を管轄する都道府県労

まれる者 式のものを各 1本づつ 働局長 (以下 ｢所轄局長｣というO)

(2) 上肢又は下肢の全部又は一部を亡 支給するoなお､申請 は､断端袋の支給都度､社会復帰促

失したことによ.り､労災 リハビーリテ 者の希望､障害の状態 進等事業原票の ｢備考｣欄に､女給

-シヨン医療指定施設又は診療報酬 を考慮し､必要に応じ､ 日及び支給額を記載することo

の算定方法 (平成20年厚生労働省告 同一の型式のものを2 (2) 訓練用仮義足については､療養の

示第59号)に基づき定められた特掲 本支給しても差し支え 給付として行われるものであり､社

診療科の施設基準等 (平成20年厚生 ないo 会復帰促進等事業としては支給でき

労働省告示第63号)のうち､心大血 ただし､.1-(2)の筋 ないO

管疾患リハビリテーション料､脳血 電電動義手の支給を受 (3) 左欄支給対象者の(3)中の ｢特に

管疾患等 リハビリテーション料､運 ける者については､筋電 必要と認められるもの｣とは､義足

動器 リハビリテーション料及び呼吸 _電動義手を装着する上 を鹿用することによって起立程度が

器 リハビリテーション料の施設基準 肢に対する義肢の支給 可能となる場合をいうO

に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た医療機関のうち労災指恵医療機関となっている医療機関において療養 し､かつ､労災保険法による療養補償給付又は療養給付 (以下 ｢療養 (補償)給付｣というo)を受けている者であって､症状固定後に障害 (補償)給付を受けることが明らかである者(3) 11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する音叉は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で､特に必要と認められるもの 本数は､1本とするロ

(4) 既に装着していた義肢で､業務上 き損 した義肢 1本に

の事由又は通勤によりき損し､かつ､修理不能となったものを有する者 つき1本を支給するo

(5) 社会復帰促進等事業として支給さ 耐用年数を超えたも

れた義肢であって､別表 2に定める の 1本につき1本を支



1-(2) (1) 両上肢を手関節以上で失ったこと 1人につき1本を支 (1) ｢全廃｣には､高度の麻痔が認め

筋電電動義手 により､障害 (補償)給付を受けた 給する8 られるものを含む○

音叉は受けると見込まれる者で､次 (2) ｢手先装置の開閉操作に必要な強

の要件を全て満たす者 さの筋電信号を検出できること｣と

ア 手先装置の開閉換作に必要な強 は､筋電電動義手が筋電信号を制御

さの筋電信号を検出できること 信号として､筋電電動義手の手先装

イ 筋電電動義手を使用するに足る 置の開閉を行 うことから､手先装置

判断力を有すること の開閉を行うことのできる程度の筋

ウ 筋電電動義手を使用するに足る 電信号を発生させることができ､か

十分な筋力を有すること つ､筋電信号の分離が可能であるこ

エ ソケットの装着が可能である断 とをいうO

端を有すること (3) ｢筋電電動義手を使用するに足る

オ 肩及び肘の関節の機能に著しい 判断力を有すること｣とは､通常の

障害がないこと 弁識能力を有するこ~とをいい､担当

(2) 1上肢を手関節以上で失うととも 医師の意見により判断することO

に､他上肢の用が全廃又はこれに準 (4) ｢筋電電動義手を使用するに足る

じた状態になったことにより､障害 十分な筋力を有すること｣とは､筋

(補償)給付を受けた音叉は受ける 電電動義手が比較的重畳のある義手

と見込まれる者で､上記(1)のアから であることから､筋電電動義手を使

オの要件を全てを満たす者 用するためには､切断肢に筋電電動義手を装着して､当該義手を上下左右に移動させることが可能である程度の筋力を有していることをいう○(5) ｢ソケットの装着が可能である断端を有すること｣とは､段婦に筋電電動義手のソケットの適合や筋電信号の検出及び分離に支障を来たす皮膚障害 (疲痕又は皮膚植皮等)がないことをいうこ(6) ｢肩及び肘の関節の機能に著しい障害がないこと｣とは､筋電電動義手の能力を十分に発揮するために必要な程度の肩及び肘の関節可動域を有していることをいい､担当医師の意見により判断することo(7) 所轄局長は､筋電電動義手の支給に当たつては､医師の意見を尊重すること○

2 上肢装具 (1) 上肢又は下肢の機能に障害を残す 1障害部位につき2 左欄支給対象者の(2)中の ｢特に必要

及び下肢 ことにより､障害 (補償)給付の支 本を支給するo と静められるもの｣とは､下肢装具を

装具 給決定を受けた者又は受けると見込 ､使用することによって起立程度が可能



(3) 既に装着していた上肢装具又は下 き損 した上肢装具又

肢装具で､業務上の事由又は通勤に は下肢装具1本につき

よりき損し､かつ､修理不能となったものを有する者 1本を支給するo

(4) 社会復帰促進等事業として支給さ 耐用年数を超えたも

れた上肢装具又は下肢装具であって､ の 1本につき1本を支

別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者 給するo

3 体幹装具 ( 1 ) せき柱に荷重障害を残すことによ 1人につき1個を支

り､障害等級第8級以上の障害 (棉償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる着く2) 社会復帰促進等事業として支給された体幹装具であって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者 給するり

4 廃位保持 (1) .四肢又は体幹に著しい障害を残す 1人につき1台を支 座位保持装置は､脳卑管障害等によ

.装置 ことにより､障害等級第 1級の障害 給するo る四肢麻ひ等の神経系の障害又は両上

(補償)給付の支給決定を受けた者 ･下肢の欠損､機能障害のため､座位.

又は受けると見込まれる者であって､ が不可能著しく.は著しく困難な状態に

座位が不可能若しくは著しく困難な あるものと認められる者に支給するも

状態にあると認められるもの のであることから､所轄局長は､その

(2) 社会復帰促進等事業として支給さ 判断に際して､必要に応 じ､専門医又

れた座位保持装置であって､別表 2 は診療担当医等の専門的意見を聴取す

5 盲人安全 (1) 両眼に視力障害を残すことにより､ 1人につき1本を支 視力障害の程度は.､矯正視力により

つえ 障害等級第4級以上の障害 (補償)給付の支給決定を受けた音叉は受けると見込まれる者(2) 既に使用していた盲人安全うえで､業務上の事由又は通勤によりき損し､かつ､使用不能となったものを有する者(3) 社会復帰促進等事業として支給された盲人安全Jうえであって､別表 2に定める耐用年数を準えたものを有する者 給するも 測定したものとするo

6 義眼 (1) 1眼又は両眼を失明したことによ 失明した1眼につき 革眼装族のために要する診療は.､社

り､障害 (補償)給付の支給決定を 1個を支給するD 会復帰促進等事琴の外科後処置として



(3) 社会復帰促●進等事業として支給された義眼であって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者

7 眼鏡 (コ (1) 1眼又は両眼に視力障害を残すこ 1障害につき1個を (1)視力障害の程度は､矯正視力によ

ンタクトレ とにより､障害等級第13級以上の障 支給するo り測定したものとするO

ン ズ を含 害 (補償)給付の支給決定を受けた (2)所轄局長は､受給者の希望に応 じ

むo) 音叉は受けると見込まれる者 て矯正眼鏡に代えてコンタク トレン

く2) 社会復帰促進等事業として支給さ ズを支給できるが､コンタク トレン

れた眼鏡であって､別表 2に定める ズの支給に当たつては､症状照会に

耐用年数を超えたものを有する者 対する回答書 (様式第18号(1))により､装用が可能であるか確認すること○

8 点字器 (1) 両眼に視力障害を残すことにより､ 1人につき1台を支 視力障害の程度は､矯正視力により

9 補聴器 (1) 1耳又は両耳に聴力障害を残すこ 1障害につき1器を 支給個数は両耳の障害の場合であっ

とにより､障害等級第11級以上の障害 (補償)給付の支給決定を受けた音叉は受けると見込草れる者(2) 社会復帰促進等事業として支給された補聴器であって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者 支給するo ても､1人につき1券とする○

10人工喉頭 (1) 言語の機能を廃 したことにより､ 1障害につき1個を

障害 (補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者(2) 社会復帰促進等事業として支給された人工喉頭であって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者 支給するoJ

11車いす (1) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡 1人につき1台を支 (1) 車いすは､両下肢の障害により義

失したことにより､障害 (補償)袷 給するO 足又は下肢装具を使用しても歩行が

付の支給決定を受けた音叉は受ける 不可能な者に支給するものであるこ

と見込まれる者であって､義足及び とから､その判断に際し､所轄局長

下肢装具の使用が不可能であるもの は､必要に応じ専門医又は診療担当

(2) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡 医等の専門的意見を聴取する等の措

失したことにより､療養 (補償)袷 置を講 じることo

付を受けている者 (概ね3か月以内 (2) 車いすは､独力で使用することが

に退院見込みのない入院療養の者を できない者には支給しないこと (支

除くo)であって､傷病が症状固定し 給対象者の(6)又は(7)に該当する場

た後においても義足及び下肢装具の 合を除くo)O



あるもの

(3) 両下肢の用を全廃又は両下肢を亡

失 したことにより､労災保険絵によ

る傷病補償年金又は傷病年金 (以下

｢傷病 (補償)年金｣という｡)の支

給決定を受けた者であって､当該傷

病の療養のために通院している者で､

義足及び下肢装具の使用が不可能で

あるもの

(4) 既に使用していた車いすで､業務

上の事由又は通勤によりき損 し､か

つ､修理不能となったものを有する

着

く5) 社会復帰促進等事業として支給さ

れた車いすであって､別表 2に定め

る耐用年数を超えたもの

(6)I12の電動車いすの支給対象者の(1)

から(4)のいずれかに該当する者で､

特に必要と認められるもの

(7) 22のギャッチベッドの支給対象者

に書亥当する者で､特に必要と認めら

れるもの

該当する場合は､手押し型車いすを

支給することD

(3) レバー駆動型車いすは､レバー操

作により片手で駆動できる車いすで

あることから､片麻ひ被災者等両手

で車いすを操作することが困難な者

に支給すること｡

(4) 簡易電動型車いすは､居住地等の

状況から悪路の走行や登坂が多く見

込まれる場合であって､手指の障害､

腕力の低下等から他の型の車いすを

使用することが困難な者に支給する

こと｡

(5) 左欄支給対象者の(6)中の ｢特に

必要と認められるもの｣とは次の場

合をいうO

① 自動車により移動する際､電動

車いすの積載が不可能な場合

② 居住する家屋内を移動する際､

家屋の構造等により電動車いすの

使用が不可能な場合

(6) 左欄支給対象者の(7)中の ｢特に

必要と認められるもの｣とは､手押

し型車いすが必要な場合をいうD

(7) ｢全軌 には､高度の麻寝が認め

られるものを含むO

(8) 下記の付属品は､各々の付属品の

支給要件を満たす者に支給するこ

とo

(D ステッキホルダー

歩行補助つえを併給されている

者で､ステッキホルダーを必要と

する場合

(診 泥よけ

未舗装路の走行を頻繁に行 う者

で､身体又は服の汚れを防止する

ために泥よけを必要とする場合

③ 屋外用キャスター

屋外､不整地､段差の多い場所

などで車いすを使用することが多

い者､又は､腰痛等の症状があり

車いすの振動により当該症状が悪

化するおそれがある者で､屋外用

キャスターに取り替える必要があ

･る場合

④ 転倒防止用装置

頚髄損傷者等で､筋肉の著 しい

低下等機能障害により体幹のバラ

ンスが悪く後方-転倒するおそれ

がある場合



⑤ 滑り止めハンドリム握力又は筋肉の著しい低下等上肢に機能障害がある者七､滑り止めハンドリムに交換しなければ車いすの使用が困難である場合⑥ キャリバーブレーキ介助者が手押し型車いすの使用に当たって､手押し型車いすを頻繁に利用する道路等に登坂が多く支給対象者の安全を確保するために必要とする場合(9 フットブレーキ手押し型車いすの利由に当たって､介助者が手動ブレーキの使用が困難で支給対象者の安全を確保するために必要とする場合⑧ 酸素ボンベ固定装置酸素ボンベを常用している呼吸機能障害者が､手押し型車いすを使用するに当たって､酸素ボンベ固定装置を必要とする場合⑨ 人工呼吸器搭載台常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が､手押し型車いすを使用するに当たって､人工呼吸器搭載台を必要とする場合⑩ 栄養パック取付用ガ- トル架経管栄養により食事を摂取している者が､手押し型車いすを使用するに当たって､栄養パック取付用ガ- トル架を必要とする場合⑳ 点滴ポール点痛を必要とする者が､手押し型車いすを使用するに当たって､点滴ポールを必要とする場合 ■

12電動車い (1) 両下肢及び両上肢に著しい障害を 1人につき 1台を支 (1) 電動車いすの支給対象者は､高度

す 残すことにより､障害 (補償)給付 給するo の四肢麻ひ等の障害のため､車いす

の支給決定を受けた者又は受けると の使用が著しく困難な者であること

見込まれる者であって､車いすの使 から､所轄局長は､可能な限り実情

用が著 しく困難であると認められる に即して判断することとし､判断に

もの 際しては､専門医又は診療担当医等

(2) 両下肢及び両上肢の傷病に関し､ の専門的意見を聴取する等の措置を

･療養 (補償)給付を受けている者 (概 講じることO

ね 3か月以内に退院見込みのない入 (2) 電動車いすは､重度障害者に支給

院療養の者を除くO)で､傷病が症状 するものであるので､使用上の安全

固定した後においても車いすの使用 を期するため､利用施設の整備状況､

が不可能であることが明らかに認め 換作の習熟の程度､安全に使用する

られるもの ことができる能力の有無､介助の確

(3) 両下肢及び雨上肢に著しい障害を 保の状況等を十分考慮するととも



残すことにより､傷病 (補償)年金

の支給決定を受けた者であって､当

該傷病の療養のために通院 している

者で､車いすの使用が不可能である

もの

(4) 業務災害又は通勤災害により呼吸

器又は循環器の障害を受けた者であ

って､次のア又はイのいずれかに該

当し､かつ､車いすの使用が著しく

困難であると認められるもの

ア 呼吸器又は循環器の障害により､

傷病 (補償)年金第 1級の支給決定

を受けた音叉は受けると見込まれる

者

イ 呼吸器の障害により､障害 (補償)

給付第 1級の支給決定を受けた者又

は受けると見込まれる者で､次のい

ずれかの要件に該当する者

(ア) 動脈血酸素分圧が50Torr以下

であること

(イ) 動脈血酸素分圧が50Torrを超

え60Torr以下であり､動脈血炭

酸ガス分圧が限界値範囲 (37Tor

r以上43Torr以下)にないこと

(ウ) 高度の呼吸困難が認められ､

かつ､% 1秒量が35以下又は%

肺活量が40以下であること

(5) 社会復帰促進等事業として支給さ

れた電動車いすであって､別表 2に

定める耐用年数を超えたものを有す

る者

に､在宅重度障害者に支給する場合

には､これらの施設等の整備が必ず

しも十分とは言い難いことから､介

助の状況､操作の習熟の程度､使用

環境､重度障害者の日常生活上にお

ける電動車いすの恒常的な必要性の

有無等について､特に十分な検討及

び指導を行うこと｡

(3) 電動 リフ ト式普通型電動車いす

は､職業上の必要性から電動車いす

の座面の高さの調整を必要とする音

叉は介護人と同居していない者であ

って当該電動車いすの支給により自

力乗降が可能となる者等に支給する

こと｡

(4) 下記の付属品は､各々の付属品の

支給要件を満たす者に支給す るこ

と｡

(訂 ステッキホルダー

歩行補助つえを併給されている

者で､ステッキホルダーを必要と

する場合

② 屋外用キャスター

屋外､不整地､段差の多い場所

などで電動車いすを使用すること

が多い者､又は､腰痛等の症状が

あり電動車いすの振動により当該

症状が悪化するおそれがある者

で､屋外用キャスターに取 り替え

る必要がある場合

③ 転倒防止用装置

額髄損傷者等で､筋肉の著 しい

低下等機能障害により体幹のバラ

ンスが悪く後方-転倒するおそれ

がある場合

④ クライマーセット

頻繁に屋外の段差の多い場所で

電動車いすを使用することが多い

者で､段差越えが困難である場合

⑤ フロントサブホイール

電動車いすの細かなコン トロー

ルが困難な高位頚髄損傷者等で､

頻繁に利用する道路等において､

電動車いすの脱輪等による危険の

おそれがある場合

⑥ 酸素ボンベ固定装置

酸素ボンベを常用している呼吸

機能障害者が､電動車いすを使用

するに当たって､酸素ボンベ固定

装置を必要とする場合



⑦ 人工呼吸器搭載台常時人工呼吸器を必要とする呼吸機能障害者が､電動車いすを使用するに当たって､人工呼吸器搭載台を必要とする場合⑧ 栄養パック取付用ガ- トル架経管栄養により食事を摂取している者が､電動車いすを使用するに当たって､栄養パック取付用ガ- トル架を必要とする場合⑨ 点滴ポール点滴を必要とする者が､電動車いすを使用するに当たって､点滴ポールを必要とする場合

13歩行垂 (1) 高度の失調又は平衡機能障害を残 1人につき1台を支

すことにより､障害等級第3級以上の障害 .(補償)給付の支給決定を受けた者又は受けると見込まれる者(2) 社会復帰促進等事業として支給された歩行車であって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者 給する○

14収尿器 (1) せき髄損傷､.外傷性泌廉器障害及 1人につき2器を支 (1) 所轄局長は､回腸導管用収尿器を

び尿路系腺癌等b)傷病のため､.尿失 給するo 装着する際に使用する両面粘着シー

禁を伴 うこと又は尿路変向を行った ただし､人 口虚脱用 トについては､1日1枚使用するも

ことにより､障害 (補償)給付の支 簡易型 (使い捨て型) のとして.1年分(12箱.(1箱30枚入))

給決定を受けた者又は受けると見込 については､別表 2に をまとめて支給できるO

まれる者 定める価格の範囲内で (2) 所轄局長は､簡易型の支給に当た

(2) 社会復帰促進等事業として支給さ 所轄局長が必要 と認め つては､対象者の傷病の状態 (皮膚

れた収尿器であって､別表 2に定め た数とする○ 炎の有無及び便の形状等)及び生活

る耐用年数を超えたものを有する者 状態により､製品の種類及び交換間隔等を考慮し､必要と認める数を支給できるOまた､所轄局長は､その判断に際しては､必要に応 じ専門医又は診療担当医の専門的意見を聴取する等の措置を講じることo(3) 簡易型の支給を希望する者については､現に回腸導管用又は尿管療用の収尿器を便座している場合､当該収尿器の耐用年数経過後に支給する:ことo

15 ス トマ用 (1) 大腸又は′J､腸に人工肛門を造設し 別表 2に定める価格 (1) 所轄局長は､ス トマ用装具の支給

装具 たことにより､障害 (補償)給付の の範囲内で所轄局長が に当たって､対象者の傷病の状態(皮

支給決定を受けた者又は受けると見 必要と認めた数を支給 膚炎の有無及び便の形状等)及び生

込まれる者 する○ 活状態により､製品の種類及び交換

(2) 大腸又は′J､腸に皮膚療を残し､腸 間隔等を考慮し､必要と認める数を



ること文は腸内容がおおむね1日に1 (2) 所轄局長は､ストマ用装具の支給

oom1以上を漏出することにより､障 の可否､支給する'製品の種類及び支

害 (補償)給付の支給決定を受けた 給数については､症状照会に対する

音叉は受けると見込まれる者 回答書 (様式第18号(2))により判

(3) 大腸又は小腸に皮膚療を残し､腸内容が 1日に少量を漏出することにより､障害 (補償)給付の支給決定を受けた者であって､特に医師がストマ用装具の使用の必要があると認めるもの 断することo

16歩行補＼助 (1) 下肢の全部又は一部を亡失し､又 1人につき1本を支 左欄支給対象者の(4)中の ｢特に必要

つえ は下肢の機能に障害を残すことによ 給するo と認められるもの｣とは､歩行補助つ

り､障害等級第7級以上の障害 (捕 ただし､両下肢に障害 えを使用することによって起立程度が

償)給付の支給決定を受けた音叉は のある場合には､必要 可能となる場合をいうo

受けると見込まれる者であって､義足又は下肢装具の使用が可能であるもの(2) 既に使用していた歩行補助つえで､業務上の事由又は通勤によりき損し､かつ､修理不能となったものを有する者(3) 社会復帰促進等事業として支給された歩行補助つえであって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者(4) 11の車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する音叉は12の電動車いすの支給対象者の(1)から(3)のいずれかに該当する者で､特に必要と認められるもの に応じ2本を支給する○

17かつら (1) 頭部に著しい醜状を残すことによ 1人につき1個を支

り､障害 (補償)給付の支給決定を受けた音叉は受けると見込まれる者(2) 社会復帰促進等事業として支給されたかつらをき損 した者 (故意にき損した者を除く8) 給するO

18涜腸器付 せき髄損傷者又は排便反射を支配する 1人につき3日に1 (1) 所轄烏轟は､3日で1個の割合で

排便剤 神経の損傷により､用手摘便を要する状 個の割合で支給するo 算出した60本 (6か月分)をまとめ

態又は恒常的に1週間に排便が2回以下 て支給できる○

の高度な便秘を残すことにより､障害(棉 (2) 支給に当たつては､所轄局長が労

償)給付の支給決定を受けた音叉は受け 災保険指定薬局から購入し､その配

ると見込まれる者で､医師が院腸器付排 付を当該薬局から直接申請者に送付



は､｢使用薬剤の薬価 (薬価基準)｣(平成20年厚生労働省告示第60号)に収載された薬剤を支給することo(4) 所轄局長は､渓腸器付排便剤の支･給の可否､支給する涜腸器付排便剤の銘柄､用量及び支給個数については､症状照会に対する回答書 (様式第18号(3))により判断すること○

19床ずれ防 傷病 (補償)年金又は障害 (補償)袷 1人に?き1枚を支 (1) 支給に当たつては､所轄局長が購

止用敷ふ 付を受けている神経系統の機能に著しい 給するo 入し､受注者から直接申請者に納品

とん 障害を残す者又は両上下肢の用の全廃若 させることO

しくは両上下肢を亡失した者のうち､常 (2) ｢全廃｣には､高度の麻痔が認め

時介静 子係る介護捕虜給付又は介護給付を受けている者 られるものを含むO

20介助用 リ (1) 次のア又はイのいずれかに該当~し､ 1人につき 1台を支 (1) 支給対象者のうち､傷病等敏第 1

フクー かつ､ウからカまでのすべてに該当 給するD 級第 1号又は第2号に該当する者 と

する者に支給する (新規支給の場合 同程度とは､両上下肢の用の全廃､

は､カの要件を除くものとするO)○ 両上下痕の亡失､両上肢の亡失でか

ア 傷病 (補償)年金の支給決定を受 つ両下肢の用の全廃又は両上肢の用

けた者のうち｣傷病等級第 1級第 1 の全廃でかつ両下肢の亡失等の症状

号若 しくは第2号に該当するもの又 で常時介護 を受けているものをい

はこれらと同程度の障害の状態にあ う○

ると認められるものであって､自宅 (2) ｢全廃｣には､高度の麻痔が認め

療養者又は義肢等の支給申請の日か られるものを含む○

ら3カ月以内に軍院し､自宅で療養 (3) 所轄局長は､｢介護人｣及び ｢家

すると見込まれる入院療養者である 屋構造｣について､義硬等支給修理

こと 申請書に添付する ｢介護人等の状況

イ 障害 (補償)給付を受けた音叉は 報告書｣(様式第 1号 (2))及び支

受けると見込まれる者のうち､障害 給するリフタ-の形態､家屋の構造

該当するもの又はこれらと同等程度 決定することO

の障害の状態にあると認められるも (4) 支給する介助用リフタ-は､他者

の の操作を要するものであって､移動

ウ 車いす又は義肢の使用が不可能で 式 (つ り上げ装置､-ツドシ∵ ト付

あること 普)のものをいう○

羊 当該療養者の症状並びに介助用リ (5) 所轄局長は､支給決定に当たって

フタ-の性能及び操作方法を理解 は､必要に応 じ､傷病の状態､介護

し､介助用リフタ-を安全に使用で 及び介護人の状況並びにリフタ-の

きる介護人がいること 実効性について､診療担当医から専

オ 当該療養者の家屋の構造が､介助 門的意見を聴取する等の措置を講 じ

用リフタ-の円滑な移動に適するものであることカ 社会復帰促進等事業として支給された介助用リフタ-であって､別表2に定める耐用年数を超えたものを有する者であること ることo



-.ン′ヨン れた車いす又は電動車いすを使用す 給するo 給時において､現に床ずれが発生して

パッド る者のうち､床ずれがでん部又は大 いることを要件とするものではなく､

腿部に発生するおそれがあり､かつ､ 床ずれが発生するおそれがあり､フロ

診療担当医がフローテーションバツ -チ-シヨンパッドの使用が必要であ

ドの使用を必要と認めたもの ると診療担当医が認めた場合に支給を

(2) 社会復帰促進等事業として支給されたフローテーションパッドであって､別表 2に定める耐用年数を超えたものを有する者 行うこto

22 ギヤツチ 次の(1)又は(2)のいずれかに該当し､ 1人につき1台を支 (1).支給するギャッチベッドは､原則

ベッド かつ､(3)に該当する者に支給する○ 給する○ として利用者の頭部及び脚部の傾斜

(1) 傷病 (補償)年金の支給決定を 角度を個別に調整できる機能を有す

受けた者のうち､傷病等級第 1級 る特殊寝台とするo

第 1号若 しくは第2号に該当する (2) 支給対象者のうち､傷病等級第 1

もの又はこれらと同程度の障害の 級第 1号又は第2号に該当する者と

状態にあると認められるもので､ 同程度とは､両上下肢の用の全廃､

かつ､自宅療養者 (義肢等の支給 両上下肢の亡失､両上肢の亡失でか

申請の日から3か月以内に退院し つ両下肢の用の全廃又は両上肢の用

自宅で療養すると見込まれる入院 の全廃でかつ雨下痕の亡失等の症状

療養者を含むO)であるもの で常時介護を受けているものをい

(2) 障害 (補償)給付の支給欽定を う○

受けた者又は受けると見込まれる (3) r全廃 ｣には､高度の麻軽が認め

者のうち､障害等級第 1級第 3号 られるものを含む○

若 しくは第4号に該当するもの又 (4) 電動式ギャッチベッドは､介護人

はこれらと同等程度の障害の状態 と同居 していない者であって当該ギ

にあると認められる者 ヤツチベッドを使用することにより

(3) 車いす(手押し型車いすを除くO) 自力で起き上がることが可能となる

又は義肢の使用が不可能である者 者等に支給することo

23 重度障害 (1) 両上下肢の用を全廃又は両上下肢 1人につき1台を支 (1) ｢重度障害者用意思伝達装置によ

着用意思伝 を亡失し､かつ､言語の機能を廃 し 給するo らなければ､意思の伝達が困難であ

達装置 たことにより､障害 (補償)給付の .ると認められるもの｣とは､重度障

支給決定を受けた音叉は受けると見 害者用意思伝達装置が､まばたき､

込まれる者で､重度障害者用意思伝 息を吹くなどの非常に小さな動作に

達装置によらなければ､意思の伝達 より､｢はい､いいえJ等の意思表

が困難であると認められるもの 示を可能 とする機器であることか

(2) 社会復帰促進等事業として支給さ ら､まばたき等の非常に小さな動作

れた重度障害者用意思伝達装置であ しかできないものをいい､手を挙げ

つて､別表 2に定める耐用年数を超 る､首を動かすなどの意思表示を伝



着用意思伝達装置を使用する者が､

意思を欽定する能力を明らかに有す

ることが必要であることから､接点

式入力装置 (スイッチ)､帯電式入

力装置 (スイッチ)､筋電式入力装

置 (スイッチ)､光電式入力装置 (ス
～
イッチ)､呼気式 (吸気式)入力装

置 (スイッチ)､圧電素子式入力装

置 (スイッチ)又は画像処理による

眼球注視点検出式入力装置 (スイッ

チ)のいずれかにより､自己の明確

な意思を入力することができる者に

限る｡

(4) 重度障害者用意思伝達装置を支給

するに当たっては､自己の明確な意

思を入力することができる者である

か並びに機種及びセンサーの選定に

ついては､症状照会に対する回答書

(様式第18号(4))に基づき判断す

ること｡

(5) 画像処理による眼球注視点検出式

入力装置については､当該入力装置

以外の入力装置の使用が不可能であ

って､当該入力装置によらなければ

意思の伝達が不可能である者に支給

すること｡




